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犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

法
律
第
二
十
二
号

平
成
二
十
年
二
月
一
日

内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令

第
一
号

※
本
紙
掲
載
の
法
令
は
平
成
二
十
三
年
五
月
現
在
の
抜
粋
版
で
す
。

※
本
紙
掲
載
の
省
令
は
平
成
二
十
五
年
一
月
現
在
の
抜
粋
版
で
す
。

（
本
人
確
認
義
務
等
）

（
本
人
確
認
方
法
）

（
本
人
確
認
書
類
）

第
四
条

特
定
事
業
者
（
第
二
条
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業

第
三
条

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
四
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は

者

第
八
条
に
お
い
て

弁
護
士
等

と
い
う

を
除
く

以
下
同
じ

い
う

）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

送
付
を
受
け
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該

（

「

」

。
）

。

。
）

。

は
、
顧
客
（
同
項
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
利

の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
等
（
同
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
同
条
第

各
号
に
定
め
る
書
類
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で

用
者
た
る
顧
客
。
以
下
同
じ

）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で

三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
（
以
下
「
み
な
し
顧

に
掲
げ
る
本
人
確
認
書
類
及
び
第
三
号
に
定
め
る
本
人
確
認
書
類
並
び
に
有
効

。

定
め
る
者
（
以
下
「
顧
客
等
」
と
い
う

）
と
の
間
で
、
次
の
表
の
上
欄

客
等
」
と
い
う

）
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
又
は
代
表
者
等
（
同
条
第
二

期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
第
一
号
ヘ
及
び
ト
、
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
本
人
確

。

。

。

に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る

項
に
規
定
す
る
代
表
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

認
書
類
並
び
に
第
四
号
に
定
め
る
本
人
確
認
書
類
に
あ
っ
て
は
特
定
事
業
者
が

。

業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う

）
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
本
人
確
認

。

取
引
（
以
下
「
特
定
取
引
」
と
い
う

）
を
行
う
に
際
し
て
は
、
運
転
免

一

自
然
人
で
あ
る
顧
客
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

）
又
は
代
表

書
類
に
あ
っ
て
は
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に

。

。

許
証
の
提
示
を
受
け
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

者
等

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

り
、
当
該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
本
人
特
定
事
項
（
当
該
顧
客
等
が
自
然
人

イ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
（
次
条
に
規
定

一

自
然
人
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

）

次
に
掲
げ
る
書

。

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
居
（
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外

す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
う
ち
同
条
第
一
号
又
は
第
四

類
の
い
ず
れ
か

。

国
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

号
に
定
め
る
も
の
（
同
条
第
一
号
ロ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
除

イ

特
定
取
引
を
行
う
た
め
の
申
込
み
又
は
承
諾
に
係
る
書
類
に
顧
客
等
が

及
び
生
年
月
日
を
い
い
、
当
該
顧
客
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

く

の
提
示

当
該
顧
客
等
の
同
条
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類

一

押
印
し
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書

。
）

（

（

名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
う
。
以
下
同
じ

）

を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
を
除
く

ロ
に
お
い
て
同
じ

ロ

印
鑑
登
録
証
明
書
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
戸
籍
の
謄
本
若
し

。

。

。
）

。
）

の
確
認

以
下

本
人
確
認

と
い
う

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
を
除
く

）
を
受
け
る
方
法

く
は
抄
本
（
戸
籍
の
附
票
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

、

（

「

」

。
）

。

。

。
）

ロ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第

住
民
票
の
写
し
又
は
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
（
地
方
公
共
団
体
の
長

、

。）

第
二
条
第
二
項

宅
地
建
物
取
引
業
の
う
ち
、

宅
地
又
は
建
物
の
売
買
契
約

一
号
ロ
、
ヘ
又
は
ト
に
掲
げ
る
も
の
の
提
示
（
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
書

の
住
民
基
本
台
帳
の
氏
名

住
所
そ
の
他
の
事
項
を
証
す
る
書
類
を
い
う

類
の
提
示
に
あ
っ
て
は
、
当
該
顧
客
等
の
当
該
書
類
の
代
表
者
等
か

ハ

国
民
健
康
保
険
、
健
康
保
険
、
船
員
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
若
し
く

第
三
十
六
号
に

宅
地
（
宅
地
建
物
取
引
業
法

の
締
結
そ
の
他
の
政
令
で
定

ら
の
提
示
に
限
る

）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類

は
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
健
康
保
険
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
、
国

掲
げ
る
者

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

め
る
取
引

。

に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
住
居
に
あ
て

家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
証
又
は

宅
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
表

て
、
預
金
通
帳
そ
の
他
の
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
と
の
取
引
に

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
証
（
当
該
自
然
人
の
氏
名
、
住
居

に
お
い
て
同
じ

）
若
し
く
は

。

係
る
文
書
（
以
下
「
取
引
関
係
文
書
」
と
い
う

）
を
書
留
郵
便
若

及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る

）

建
物
（
建
物
の
一
部
を
含
む
。

。

。

し
く
は
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
郵

ニ

国
民
年
金
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
年
金
手
帳
、
児
童
扶

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）

便
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

以
下

書
留
郵
便
等

と
い
う

養
手
当
証
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
母
子
健
康
手
帳
、
身
体
障
害

の
売
買
又
は
そ
の
代
理
若
し

（

「

」

。
）

に
よ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
転
送
を
し
な
い
郵
便
物
又
は
こ
れ

者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
又
は
戦
傷
病
者
手
帳

く
は
媒
介
に
係
る
も
の

に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
転
送
不
要
郵
便
物
等
」
と
い
う

）
と
し

（
当
該
自
然
人
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限

。

て
送
付
す
る
方
法

る

）。
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２

特
定
事
業
者
は
、
顧
客
等
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
会
社

ハ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第

ホ

運
転
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転

の
代
表
者
が
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
特
定
事
業
者
と
の
間
で
特
定
取
引

一
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て

免
許
証
及
び
同
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書

を
行
う
と
き
そ
の
他
の
当
該
特
定
事
業
者
と
の
間
で
現
に
特
定
取
引
の
任

当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
（
法
第
二
条
第

を
い
う

、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る

。
）

に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
が
当
該
顧
客
等
と
異
な
る
と
き
（
次
項
に
規
定

二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
が
作
成
し

在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し

。

す
る
場
合
を
除
く

）
は
、
当
該
顧
客
等
の
本
人
確
認
に
加
え
、
当
該
特

た
写
し
を
含
む

）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
（
法

た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

。

。

定
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人

以
下

代
表
者
等

と
い
う

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
記
録
を
い
う

以
下
同
じ

別
永
住
者
証
明
書
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規

（

「

」

。）

。

。）

に
つ
い
て
も
、
本
人
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記

定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
当
該
自
然
人
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年

３

顧
客
等
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
そ
の
他

載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
住
居
に
あ
て
て
、
取

月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る

）
又
は
旅
券
等

。

の
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該

引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又

特
定
事
業
者
と
の
間
で
現
に
特
定
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
を

送
付
す
る
方
法

は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
当
該
自
然
人
の
氏

顧
客
等
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

ニ

そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
名
あ
て
人
本
人
若
し
く
は
差
出
人
の
指
定

名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
官
公
庁
が
当
該

４

顧
客
等

前
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む

し
た
名
あ
て
人
に
代
わ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
交

自
然
人
の
写
真
を
は
り
付
け
た
も
の

（

。

以
下
同
じ

）
及
び
代
表
者
等
は
、
特
定
事
業
者
が
本
人
確
認
を
行
う
場

付
す
る
郵
便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
特
定
事
業
者
に
代
わ
っ
て

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又

。

合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
者
に
対
し
て
、
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の

住
居
を
確
認
し
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
受
け
、
並
び
に
第
十
条

は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
当
該
自
然
人
の
氏

本
人
特
定
事
項
を
偽
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
括
弧
書
を
除
く

）
及
び
第
九
号
に
掲

名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

。

げ
る
事
項
を
特
定
事
業
者
に
伝
達
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の

二

法
人
（
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）。

に
限
る

）
に
よ
り
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
対
し
て
、
取

次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

。

引
関
係
文
書
を
送
付
す
る
方
法

イ

当
該
法
人
の
設
立
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
法
人
が
設

ホ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に

立
の
登
記
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
を
所
轄
す
る
行
政
機
関
の

関
す
る
法
律

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

電
子
署
名
法

と
い
う

長
の
当
該
法
人
の
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
証
す

（

「

」

。）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
者
が
発
行
し
、
か
つ
、

る
書
類
）
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
当
該
法
人
の
名
称
及
び
本
店
又
は
主

そ
の
認
定
に
係
る
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
証
明
書
（
当
該
顧
客
等

た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る

）。

又
は
代
表
者
等
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記
録
の
あ
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ

に
限
る

）
及
び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
当
該
法
人
の
名
称
及
び
本
店
又

。

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
が
あ
る
も
の

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
を
い
う

以
下
同
じ

三

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

旅
券
等

（

。

。
）

に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法

四

外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人
を
い
い
、
本
邦
に
在
留
し
て

ヘ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共

い
る
も
の
（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
的

障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国

個
人
認
証
法
」
と
い
う

）
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
九
条
第
一
項
又
は
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連

。

府
県
知
事
が
発
行
し
た
電
子
証
明
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公

合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
入

的
電
子
証
明
書
」
と
い
う

）
及
び
当
該
公
的
電
子
証
明
書
に
よ
り

国
し
在
留
し
て
い
る
も
の
を
除
く

）
を
除
く

）
及
び
外
国
に
本
店
又
は
主

。

。

。

、

確
認
さ
れ
る
公
的
個
人
認
証
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署

た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人

第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
当
該
公
的
電
子

日
本
国
政
府
の
承
認
し
た
外
国
政
府
又
は
権
限
あ
る
国
際
機
関
の
発
行
し
た
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証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ

書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
も
の

た
特
定
認
証
業
務
（
電
子
署
名
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定

に
準
ず
る
も
の
（
自
然
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年

認
証
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
の
利
用
の
申

月
日
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
、
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
及
び
本

。

込
み
に
関
す
る
情
報
の
送
信
と
同
時
に
受
け
る
方
法
（
特
定
事
業
者

店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る

）。

が
公
的
個
人
認
証
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
で

あ
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
者
が
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
込
み

に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
送
信
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い

）。

ト

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
公
的
個
人
認
証
法
第
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
で
あ
る
者
が
発
行
し
、
か
つ
、

当
該
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
特
定
認
証
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子

証
明
書
（
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月

日
の
記
録
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
係

る
公
的
個
人
認
証
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
確
認
が
、

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
公
的
電
子
証
明
書
及
び
ヘ
に
規

定
す
る
申
込
み
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法
又
は
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
発
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る

）
及

。

び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情
報
の

送
信
を
受
け
る
方
法

チ

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
か
ら
ヨ
ま
で
及
び
ソ
に
掲
げ
る
取
引

並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
取
引
の
う
ち
、
特
定
の

預
金
又
は
貯
金
口
座
に
お
け
る
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
決
済
さ
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
他
の
特
定
事

業
者
が
当
該
預
金
又
は
貯
金
口
座
に
係
る
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
（
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
行

。

い
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
に
係
る
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
（
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
特
定
事

業
者
と
当
該
他
の
特
定
事
業
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
方
法
を
用

い
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）。

リ

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
か
ら
ヨ
ま
で
及
び
ソ
に
掲
げ
る
取
引



- 4 -

並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
取
引
の
う
ち
、
法
第
二

条
第
二
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
決
済
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
、
又
は
付
与
し
た
他
の
特
定
事
業
者
が
当
該

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
に
係
る
令
第
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ

る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
（
チ

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く

）
を
行
い
、
か
つ
、
当
該

。

本
人
確
認
に
係
る
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
方
法
（
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
者
と
当
該
他
の

特
定
事
業
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い

て
合
意
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）。

二

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
で
あ
る
顧
客
等
（
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
取
引
に
係
る
者
に
限
る

）

当
該
顧
客

。

等
か
ら
旅
券
等
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
に
掲

げ
る
旅
券
又
は
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
乗
員
手
帳
を
い
い
、
当
該
顧
客

。

。）

等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る

以
下
同
じ

で
あ
っ
て
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
も

の
の
提
示
を
受
け
る
方
法

三

法
人
で
あ
る
顧
客
等

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

イ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
二
号

又
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
提
示
を
受
け
る
方
法

ロ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
二
号

若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て

当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
が
作
成
し
た
写

し
を
含
む

）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す

。

る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て

い
る
当
該
顧
客
等
の
本
店
、
主
た
る
事
務
所
、
支
店
（
会
社
法
第
九

百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
店
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む

）
又
は
日
本
に
営
業
所
を
設
け
て
い
な
い
外
国
会
社
の
日
本
に

。

（

「

」

。
）

、

お
け
る
代
表
者
の
住
居

以
下

本
店
等

と
い
う

に
あ
て
て

取
引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し

て
送
付
す
る
方
法

ハ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
、
商
業
登
記
法
第
十
二
条
の
二
第
一

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書



- 5 -

及
び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情
報

の
送
信
を
受
け
る
方
法

ニ

第
一
号
チ
又
は
リ
に
掲
げ
る
方
法

２

特
定
事
業
者
は
、
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確

認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
等
若
し
く
は
代
表
者
等
か
ら
提
示

若
し
く
は
送
付
を
受
け
た
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ

れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
若
し
く
は
代
表
者
等
の
住
居
若
し
く
は
本
店
若
し

く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
が
現
在
の
も
の
で
な
い
と
き

又
は

当
該

顧
客
等
若
し
く
は
代
表
者
等
か
ら
提
示
若
し
く
は
送
付
を
受
け
た
旅
券
等

若
し
く
は
そ
の
写
し
に
当
該
顧
客
等
若
し
く
は
代
表
者
等
の
住
居
の
記
載

が
な
い
と
き
は
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
日

が
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限

る

）
の
い
ず
れ
か
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写

。
し
の
送
付
を
受
け
て
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
が
作

成
し
た
写
し
を
含
む

）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
に
添

。

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
現
在
の
住
居
又
は

本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

本
人
確
認
書
類

二

国
税
又
は
地
方
税
の
領
収
証
書
又
は
納
税
証
明
書
（
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く

）。

三

所
得
税
法
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
料
の
領
収
証

書
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）。

四

公
共
料
金
（
日
本
国
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水

道
水
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
料
金
を
い
う

）
の
領
収
証

。

書
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）。

五

顧
客
等
又
は
代
表
者
等
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
庁
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等

の
氏
名
及
び
住
居
の
記
載
の
あ
る
も
の

六

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
日
本
国
政
府
の
承
認
し
た
外
国
政

府
又
は
権
限
あ
る
国
際
機
関
の
発
行
し
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
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も
の
で
、
同
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
（
当
該
顧
客
等
又
は
代

表
者
等
が
自
然
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
氏
名
及
び
住
居
、
法
人
の

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る

）。

３

特
定
事
業
者
は
、
法
人
で
あ
る
顧
客
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
三
号
ロ

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
本
人
確

認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
の
本
店
等
に
代

え
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日

の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
日
が
特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受

け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
の
い
ず
れ
か
の
提
示
を
受
け
、

。

又
は
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
当
該
書
類
若
し
く

は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
が
作
成
し
た
写
し
を
含
む

）
を
第
九
条
の

。

規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
書
類
又
は
そ

の
写
し
の
記
載
に
よ
り
当
該
顧
客
等
の
営
業
所
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

所
に
あ
て
て
取
引
関
係
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
定
事
業
者
は
、
み
な
し
顧
客
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該

み
な
し
顧
客
等
の
住
居
に
代
え
て
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
領
収

日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
日
が
特
定

事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

の
い
ず
れ
か
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送

付
を
受
け
て
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
が
作
成
し
た

写
し
を
含
む

）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す
る

。

と
と
も
に
、
当
該
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
記
載
に
よ
り
国
等
（
法
第
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
令
第
十
二
条
第
三

号
若
し
く
は
第
七
号
又
は
第
八
条
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
本
店
等
若
し
く
は
営
業
所
又

。

は
当
該
み
な
し
顧
客
等
の
所
属
す
る
官
公
署
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所

に
あ
て
て
取
引
関
係
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

特
定
事
業
者
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
三
号
ロ
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
取
引
関
係
文
書
を

書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
こ
と
に
代

え
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
特
定
事
業
者
の
役
職
員
が
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
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載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
住
居
又
は
本
店
等
に

赴
い
て
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
取
引
関
係
文
書
を
交
付
す
る

こ
と
。

二

当
該
特
定
事
業
者
の
役
職
員
が
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
領

収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
日
が

特
定
事
業
者
が
提
示
又
は
送
付
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
の
も
の
に
限

る

）
の
い
ず
れ
か
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の

。
写
し
の
送
付
を
受
け
て
当
該
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者

が
作
成
し
た
写
し
を
含
む

）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記

。

録
に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
記
載
に
よ
り

当
該
顧
客
等
の
本
店
等
若
し
く
は
営
業
所
又
は
当
該
み
な
し
顧
客
等
の

所
属
す
る
官
公
署
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
赴
い
て
当
該
顧
客
等

又
は
代
表
者
等
に
取
引
関
係
文
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
一
条
第
一
項
各
号
の
規
定
中

「
本
人
確
認
」
を
「
特
定
取
引
以
外
の
取
引
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
も
の
を
含
む

）
に
際
し
て
行
っ
た

。

本
人
確
認
に
相
当
す
る
確
認
」
と

「
本
人
確
認
記
録
」
を
「
本
人
確
認

、

記
録
に
相
当
す
る
記
録
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
当
該
顧
客
等
と

の
取
引
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
既
に
本
人

確
認
に
相
当
す
る
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
本
人

確
認
記
録
に
相
当
す
る
記
録
を
本
人
確
認
記
録
と
し
て
保
存
す
る
方
法
に

よ
り
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
取
引
の
相
手
方
が
本

人
確
認
に
相
当
す
る
確
認
に
係
る
顧
客
等
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
疑
い
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
又
は
本
人
確
認
に
相
当
す
る
確
認
が
行
わ

れ
た
際
に
本
人
特
定
事
項
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
特
定
事

項
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
偽
っ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
顧
客
等
と
の
取

。

引
に
該
当
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。


